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【手続補正書】
【提出日】平成29年2月16日(2017.2.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハンドオーバ適応の方法であって、
　装置において少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータを記憶することと、
ここにおいて、前記少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータが、アクセスポ
イントの指定されたペア間の前記装置のハンドオーバに関連するハンドオーバ問題を緩和
するために指定される、
　前記装置において、前記装置を、アクセスポイントの前記指定されたペアの第１のアク
セスポイントからアクセスポイントの前記指定されたペアの第２のアクセスポイントにハ
ンドオーバすべきかどうかを決定することと、ここにおいて、前記決定が、前記記憶され
た少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータに基づく、
　前記記憶された少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータが最後の使用以来
使用されなかった時間期間を決定することと、
　前記時間期間がしきい値時間期間よりも大きいかまたはそれに等しい場合に、前記記憶
された少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータを削除することと
　を備える、方法。
【請求項２】
　アクセスポイントの前記指定されたペア間の前記装置のハンドオーバに関連する少なく
とも１つのハンドオーバパラメータの適応の発生頻度を決定することと、
　前記少なくとも１つのハンドオーバパラメータの前記適応の前記決定された発生頻度に
基づいて前記少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータの前記記憶をトリガす
ることと
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　アクセスポイントの前記指定されたペア間の前記装置のハンドオーバに関連する少なく
とも１つのハンドオーバパラメータの適応の少なくとも１回の発生を検出することと、
　前記少なくとも１つのハンドオーバパラメータの適応の前記少なくとも１回の発生の前
記検出に基づいて前記少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータの前記記憶を
トリガすることと
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
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【請求項４】
　前記ハンドオーバ問題が、頻繁なハンドオーバ、遅すぎるハンドオーバ、または早すぎ
るハンドオーバを伴う、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記方法が、前記装置において、少なくとも１つの他の適応されたハンドオーバパラメ
ータを記憶することをさらに備え、
　前記少なくとも１つの他の適応されたハンドオーバパラメータが、アクセスポイントの
他の指定されたペア間の前記装置のハンドオーバに関連するハンドオーバ問題を緩和する
ために指定され、
　前記方法が、前記装置を、アクセスポイントの前記他の指定されたペアの第１のアクセ
スポイントからアクセスポイントの前記他の指定されたペアの第２のアクセスポイントに
ハンドオーバすべきかどうかを決定することをさらに備え、
　前記装置を、アクセスポイントの前記他の指定されたペアの第１のアクセスポイントか
らアクセスポイントの前記他の指定されたペアの第２のアクセスポイントにハンドオーバ
すべきかどうかの前記決定が、前記記憶された少なくとも１つの他の適応されたハンドオ
ーバパラメータに基づく、
請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記装置がアクセスポイントに関連したと決定することと、
　前記アクセスポイントがアクセスポイントの前記指定されたペアのうちの１つであるか
どうかを決定することと、
　前記アクセスポイントがアクセスポイントの前記指定されたペアのうちの１つである場
合、少なくとも１つのデフォルトハンドオーバパラメータの代わりに、前記アクセスポイ
ントに関するハンドオーバ決定のために、前記記憶された少なくとも１つの適応されたハ
ンドオーバパラメータを使用することを選択することと
をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータが、ターゲットアクセスポイ
ントを識別するための信号品質しきい値を備え、
　前記装置をハンドオーバすべきかどうかの前記決定が、
　　潜在的なターゲットアクセスポイントから信号を受信することと、
　　前記潜在的なターゲットアクセスポイントがアクセスポイントの前記指定されたペア
のうちの１つであるかどうかを決定することと、
　　前記受信された信号の信号品質が前記信号品質しきい値を満たすのかまたは超えるの
かを決定することと
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータが、ターゲットアクセスポイ
ントの走査をトリガするための信号品質しきい値を備え、
　前記方法が、前記ターゲットアクセスポイントの前記走査をトリガすべきかどうかを決
定することをさらに備え、
　前記走査をトリガすべきかどうかの前記決定が、
　　前記装置のための現在のサービングアクセスポイントから信号を受信することと、
　　前記現在のサービングアクセスポイントがアクセスポイントの前記指定されたペアの
うちの１つであるかどうかを決定することと、
　　前記受信された信号の信号品質が前記信号品質しきい値を満たすのかまたは下回るの
かを決定することと
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータが、ヒステリシスパラメータ
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またはトリガ時間パラメータのうちの少なくとも１つを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記アクセスポイントから信号を受信することをさらに備え、ここにおいて、前記装置
をハンドオーバすべきかどうかの前記決定が、前記受信された信号にさらに基づく、請求
項１に記載の方法。
【請求項１１】
　ハンドオーバパラメータ適応のための装置であって、
　少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータを記憶するための手段と、ここに
おいて、前記少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータが、アクセスポイント
の指定されたペア間の前記装置のハンドオーバに関連するハンドオーバ問題を緩和するた
めに指定される、
　前記装置を、アクセスポイントの前記指定されたペアの第１のアクセスポイントからア
クセスポイントの前記指定されたペアの第２のアクセスポイントにハンドオーバすべきか
どうかを決定するための手段と、ここにおいて、前記決定が、前記記憶された少なくとも
１つの適応されたハンドオーバパラメータに基づく、
　前記記憶された少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータが最後の使用以来
使用されなかった時間期間を決定するための手段と、
　前記時間期間がしきい値時間期間よりも大きいかまたはそれに等しい場合に、前記記憶
された少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータを削除するための手段と
　を備える、装置。
【請求項１２】
　前記ハンドオーバ問題が、頻繁なハンドオーバ、遅すぎるハンドオーバ、または早すぎ
るハンドオーバを伴う、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータが、ヒステリシスパラメータ
またはトリガ時間パラメータのうちの少なくとも１つを備える、請求項１１に記載の装置
。
【請求項１４】
　アクセスポイントの前記指定されたペアから信号を受信するための手段をさらに備え、
ここにおいて、前記装置をハンドオーバすべきかどうかの前記決定が、前記受信された信
号にさらに基づく、請求項１１に記載の装置。
【請求項１５】
　アクセス端末を、アクセスポイントの前記指定されたペアの前記第１のアクセスポイン
トからアクセスポイントの前記指定されたペアの前記第２のアクセスポイントにハンドオ
ーバするために、アクセスポイントの前記指定されたペアと通信するように構成された通
信デバイスをさらに備え、ここにおいて、前記装置は、前記アクセス端末として構成され
る、請求項１１に記載の装置。
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